
鳥取県会計管理者組織規則及び鳥取県会計管理者等事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月30日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第40号

鳥取県会計管理者組織規則及び鳥取県会計管理者等事務決裁規則の一部を改正する規則

（鳥取県会計管理者組織規則の一部改正）

第１条 鳥取県会計管理者組織規則（平成21年鳥取県規則第24号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、会計管理者を構成する局、課及 第１条 この規則は、会計管理者を構成する局、課及

び課内室の設置、所掌事務並びに職制及び職務につ び内部組織の設置、所掌事務並びに職制及び職務に

いて必要な事項を定めるものとする。 ついて必要な事項を定めるものとする。

（局、課及び課内室の設置） （局、課及び内部組織の設置）

第２条 会計管理者に、次の表の左欄に掲げる局及び 第２条 会計管理者に、次の表の左欄に掲げる局及び

課を置き、課に同表の右欄に掲げる課内室を置く。 課を置き、課に内部組織として同表の右欄に掲げる

担当等を置く。

局及び課 課内室 局及び課 内部組織

会計局 会計指導課 会計局 会計指導課 指導・会計担当 電算担当

資金運用・国費担当

審査出納課 審査出納課 審査出納担当

庶務集 集中業務課 物品・契約室 庶務集 集中業務課 集中化業務担当

中局 中局 物品・契約室 物品調達担当

契約担当

（課内室の所掌事務） （内部組織の所掌事務）

第５条 課内室の所掌事務は、課の長が定め、局の長 第５条 内部組織の所掌事務は、課の長が定め、局の

及び会計管理者（当該所掌事務が知事の権限に属す 長及び会計管理者（当該所掌事務が知事の権限に属

る場合にあっては、知事）に報告しなければならな する場合にあっては、知事）に報告しなければなら

い。これを変更したときも同様とする。 ない。これを変更したときも同様とする。

２ 略 ２ 略

（職制及び職務） （職制及び職務）

第６条 局、課及び課内室に、それぞれその長を置 第６条 局及び課に、それぞれその長を置き、当該長

き、当該長は、それぞれ当該局、課及び課内室の事 は、それぞれ当該局及び課の事務をつかさどる。

務をつかさどる。

２ 課及び課内室の長の職務を補佐し、その者に事故 ２ 課の長の職務を補佐し、その者に事故がある場合

があるときにその職務を代行させるため、必要があ は、その職務を代行させるため、必要があると認め

ると認めるときは、課長補佐（課長補佐に相当する るときは、課長補佐（課長補佐に相当するものを含

ものを含む。）を置くことができる。 む。）を置くことができる。



３ 略 ３ 略

４ 課の内部組織（担当を除く。）にその長を置き、

その内部組織に属する事務を処理する。

５ 課の内部組織である室の長の職務を補佐し、その

者に事故がある場合は、その職を代行させるため、

必要があると認めるときは、室長補佐を置くことが

できる。

４ 略 ６ 略

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。

（鳥取県会計管理者等事務決裁規則の一部改正）

第２条 鳥取県会計管理者等事務決裁規則（平成21年鳥取県規則第25号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１)～(12) 略 (１)～(12) 略

(13) 出納機関の出納員 鳥取県会計規則（昭和39 (13) 出納機関の出納員 鳥取県会計規則（昭和39

年鳥取県規則第11号）第２条第３号に規定する出 年鳥取県規則第11号）第２条第３号に規定する出

納機関（同規則附則第２項から第８項までの規定 納機関（同規則附則第２項から第12項までの規定

により出納機関とみなされるものを含む。）に同 により出納機関とみなされるものを含む。）に同

規則第５条第２項の規定により置かれる出納員 規則第５条第２項の規定により置かれる出納員

（同規則附則第２項から第８項までの規定により （同規則附則第２項から第12項までの規定により

充てられる出納員を含む。）をいう。 充てられる出納員を含む。）をいう。

(14) 略 (14) 略

（知事の権限に属する事務の委任等） （知事の権限に属する事務の委任等）

第３条 略 第３条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 知事の権限に属する事務についての会計管理者、 ４ 知事の権限に属する事務についての会計管理者、

局長、課長、室長及び会計担当職員の専決事項は、 局長、課長並びに会計担当職員及び集中化業務決裁

別表第１に掲げる事務にあっては、それぞれ同表の 職員（それぞれの課の職員のうち課長があらかじめ

事務処理権限区分の専決権者の欄に○印により定め 定める室長、課長補佐、主幹及び副主幹並びにこれ

るとおりとし、それ以外の事務にあっては、鳥取県 らに相当する職にあるものをいう。以下同じ。）の

事務処理権限規則第４条の規定（同規則別表第１に 専決事項は、別表第１に掲げる事務にあっては、そ

掲げる事務に関する規定に限る。）を準用する。こ れぞれ同表の事務処理権限区分の専決権者の欄に○

の場合においては、同条第１項ただし書中「部長」 印により定めるとおりとし、それ以外の事務にあっ

とあるのは「会計管理者」と、同表の事務処理権限 ては、鳥取県事務処理権限規則第４条の規定（同規

の区分の欄中「部長」とあるのは「会計管理者」と 則別表第１に掲げる事務に関する規定に限る。）を

読み替えるものとする。 準用する。この場合においては、同条第１項ただし

書中「部長」とあるのは「会計管理者」と、同表の

事務処理権限の区分の欄中「部長」とあるのは「会



計管理者」と読み替えるものとする。

５～７ 略 ５～７ 略

（代決） （代決）

第５条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者 第５条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者

の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第１順 の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第１順

位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者がともに 位者が行い、正当決裁権者及び第１順位者がともに

不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げる第２順 不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げる第２順

位者が行うことができる。 位者が行うことができる。

正当決裁権者 第１順位者 第２順位者 正当決裁権者 第１順位者 第２順位者

略 略

局長 主務課長 室長（庶務 局長 主務課長

集中局に係

る事務に限

る。）

課長 (１) 知事の権限に属 課長 (１) 知事の権限に属

する事務 する事務

主務課長補佐（課 主務課長補佐（課

長補佐及びこれに 長補佐及びこれに

相当するもののう 相当するもののう

ち、担当業務にお ち、担当業務にお

ける上席の職員を ける上席の職員を

い う 。 以 下 同 いう。）

じ。 ）

略 略

主務係長（係長及 主務係長等（係長

びこれに相当する 及びこれに相当す

もののうち、担当 るもののうち、担

業務における上席 当業務における上

の職員をいう。以 席 の 職 員 を い

下同じ。 ） う。）

(２) 会計管理者の権 (２) 会計管理者の権

限に属する事務 限に属する事務

課長があらかじめ 課長があらかじめ

定める会計員 定める会計員

室長 (１) 知事の権限に属

する事務

主務課長補佐

主務係長

(２) 会計管理者の権

限に属する事務

室長があらかじめ

定める会計員

略 略



２ 略 ２ 略

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。

第３条 鳥取県会計管理者等事務決裁規則の一部を次のように改正する。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

事 項 事務処理権限の区分

所 種 類 内 容 専決権者 委任決裁権者 地方機

知 会 局 課 室 会計 会 局 課 地方 関の長

属 事 計 長 長 長 担当 計 長 長 機関 の名称

管 職員 管 の長

名 理 理

者 者

共 人事管理に関 所属職員の内部組織の所属への決定(課長、 〇

通 する事務 課長補佐、室長に係るものを除く。)

会 一 法に基づ １ 法第171条第２項の規定による出納員そ 〇

計 く知事の権 の他の会計職員の任命

指 限に属する

導 事務

課 二 地方自治 １ 同令第168条第１項の規定による指定金 〇

法 施 行 令 融機関の指定

(昭和22年 ２ 同令第168条第３項又は第４項の規定に 〇

政令第 1 6 よる指定代理金融機関又は収納代理金融

号)に基づ 機関の指定

く知事の権 ３ 同令第168条第７項の規定による指定代 〇

限に属する 理金融機関若しくは収納代理金融機関の

事務 指定又はその取消しについての指定金融

機関からの意見の聴取

三 鳥取県収 １ 同条例第５条第３項の規定による証紙 〇

入証紙条例 の小売りさばき人の指定

(昭和39年 １ 同条例第７条第１項ただし書の規定に

鳥取県条例 よる証紙の返還に基づく現金の還付又は

第９号)に 他の証紙との交換の認定

基づく知事 (一) 現金の還付の認定

の権限に属 (１) 一般購入者への還付

する事務 ア 中部総合事務所、西部総合事務 〇 中部総

所又は日野総合事務所において現 合事務

金還付請求書を受理したもの 所長、

西部総

合事務

所長、

日野総

合事務

所長



イ ア以外のもの 〇

(２) 小売りさばき人への還付 〇

(二) 他の証紙との交換の認定 〇

四 鳥取県会 １ 同規則第５条の３第４項の規定による 〇

計規則に基 分任出納員等の任免の報告の受理

づく知事の ２ 同規則第74条第２項の規定による出納 〇

権限に属す 機関の隔地にある事務所への資金の交付

る事務 の承認

３ 同規則第163条の規定による会計検査 〇

（物品に係るものを除く。)の実施

集 一 地方自治 １ 同令第160条の２第１項第２号に掲げる 〇

中 法施行令に 経費の債務が確定する前に包括的に行う

業 基づく知事 支出負担行為及び支出命令

務 の権限に属 ２ 同令第160条の２第１項第２号に掲げる

課 する事務 経費、集中化事務（鳥取県用品調達等集

中管理事業特別会計で取り扱う用品等の

範囲を定める規則（昭和39年鳥取県規則

第18号）第２条第５号から第８号までに

掲げる事務（知事部局本庁各課（行財政

改革局職員人材開発センター、衛生環境

研究所、くらしの安心局消費生活センタ

ー、農業大学校及び農林総合研究所を除

く。）又は労働委員会事務局の兼務職員

として行う事務に限る。）をいう。以下

同じ。）及び物品(知事が別に定めるもの

を除く。３及び六の１において同じ。）

に係る歳入金の調定

(一) 物品に係るもの

(１) １件500万円以上のもの 〇

(２) １件500万円未満のもの 〇

(二) (一)以外のもの 〇

３ 同令第160条の２第１項第２号に掲げる 〇

経費、集中化事務及び物品に係る戻入金

の調定及び歳入戻出金の支出命令

４ 同令第167条の５第１項の規定による一 〇

般競争入札（建設工事、測量、建設コン

サルタント、地質調査、補償関係コンサ

ルタント及び除雪業務に係るものを除

く。）に参加する者に必要な資格の決定

５ 同令第167条の11第２項の規定による指 〇

名競争入札（建設工事、測量、建設コン

サルタント、地質調査、補償関係コンサ

ルタント及び除雪業務に係るものを除

く。）に参加する者に必要な資格の決定

６ 同令第168条の７第２項の規定による歳 〇



入歳出外現金の出納の通知（所得税及び

社会保険料に係るものに限る。）

二 人事管理 １ 非常勤職員及び臨時的任用職員に係る

に関する事 もので次に掲げるもの

務 (一) 給与の支出命令及び当該支出に伴 〇

う法定控除

(二) 給与に関する証明及び報告 〇

２ 知事部局及び労働委員会事務局に所属 〇

する職員の児童手当の受給資格及びその

額の認定

三 鳥取県会 １ 同規則第163条の規定による会計検査 〇

計規則に基 （物品に係るものに限る。）の実施

づく知事の

権限に属す

る事務

四 鳥取県物 １ 同規則第26条の規定による物品（出納 〇

品事務取扱 機関が保管し、又は使用するものを除

規則（昭和 く。）の分類換え

39年鳥取県 ２ 同規則第30条第１項の規定による物品

規則第 1 2 の不用の決定

号）に基づ (一) １点の取得価格が200万円以上又は 〇

く知事の権 見積価格が50万円以上のもの

限に属する (二) (一)以外のもの 〇

事務 ３ 同規則第30条第２項の規定による不用

品の売払い又は廃棄

(一) １点の取得価格が200万円以上又は 〇

見積価格が50万円以上のもの

(二) (一)以外のもの 〇

４ 同規則第30条第４項の規定による不用 〇

品の処分の承認

５ 同規則第32条第１項の規定による生産 〇

品を試験、研究等の目的以外に使用する

場合の承認

６ 同規則第34条第３項の規定による物品 〇

の交換の承認

７ 同規則第35条第２項の規定による物品 〇

の譲与又は減額譲渡の承認

五 鳥取県用 １ 同規則第１条第１項に規定する用品(以 〇

品調達等集 下「用品」という。)の交付単価の決定

中管理事業

特別会計で

取り扱う用

品等の範囲

を定める規

則に基づく



知事の権限

に属する事

務

六 その他の １ 集中化事務及び物品に係る支出負担行

知事の権限 為

に属する事 (一) 物品の製造の請負に係るもの

務 (１) １件2,000万円以上のもの ○

(２) １件250万円以上2,000万円未満 ○

のもの

(３) １件250万円未満のもの ○

(二) (一)以外の物品に係るもの

(１) １件2,000万円以上のもの ○

(２) １件160万円以上2,000万円未満 ○

のもの

(３) １件160万円未満のもの ○

(三) (一)及び（二）以外のもの

(１) １件2,000万円以上のもの ○

(２) １件2,000万円未満のもの ○

２ 集中化事務及び用品に係る支出命令

(一) 用品に係るもの

(１) １件1,000万円以上のもの ○

(２) １件1,000万円未満のもの ○

(二) (一)以外のもの

(１) １件1,000万円以上のもの ○

(２) １件1,000万円未満のもの ○

３ 知事部局本庁（行財政改革局職員人材

開発センター、衛生環境研究所、くらし

の安心局消費生活センター、農業大学校

及び農林総合研究所を除く。）及び労働

委員会事務局における委託、役務及び賃

借契約（予定価格が20万円以上のものに

限る。）に係る競争入札（総合評価方式

によるものを除く。）の執行又は随意契

約（２人以上の者から見積書を徴するも

のに限り、プロポーザル方式によるもの

を除く。）による場合の見積書の徴取

(一) １件2,000万円以上のもの ○

(二) １件2,000万円未満のもの ○

別表第２（第４条関係）

事 項 事務処理権限の区分

所 種 類 内 容 会 専決権者 委任決裁権者 出納機関

計 局 課 室 会 局 課 出納機 の名称

属 管 長 長 長 計 長 長 関の出

理 員 納員



名 者

会 一 法に基づ １ 法第170条第２項第１号に掲げる現金の出納 〇

計 く会計管理 （基金に属する現金に係るものに限る。）及び

指 者の権限に 保管（歳計現金及び歳入歳出外現金の金融機関

導 属する事務 への預金の方法によるもの並びに基金に属する

課 現金に係るものに限る。）

２ 法第170条第２項第３号に掲げる有価証券 〇

（公有財産又は基金に属するものに限る。）の

出納及び保管

３ 法第170条第２項第４号に掲げる物品（収入 〇

証紙に限る。）の出納及び保管

４ 法第170条第２項第５号に掲げる現金（会計 〇

管理者が直接収納したものを除く。）及び財産

（基金に属する動産を除く。）の記録管理

５ 法第170条第２項第７号に掲げる決算の調製 〇

二 地方自治 １ 同令第158条第４項の規定による歳入の徴収 〇

法施行令に 又は収納の事務を私人に委託した場合における

基づく会計 委託事務の検査の実施

管理者の権 ２ 同令第168条の４第１項の規定による指定金 〇

限に属する 融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機

事務 関の検査の実施並びに同条第２項の規定による

検査結果に基づく必要な措置を求める決定

三 鳥取県会 １ 同規則第108条第１項に規定する預金勘定間 〇

計規則に基 の資金の振替

づく会計管

理者の権限

に属する事

務

四 その他の １ 国の収入及び支出の決議

会計管理者 (一) １件5,000万円以上のもの 〇

の権限に属 (二) １件2,000万円以上5,000万円未満のもの 〇

する事務 (三) １件2,000万円未満のもの 〇

２ 国の支出負担行為の確認

(一) １件5,000万円以上のもの 〇

(二) １件2,000万円以上5,000万円未満のもの 〇

(三) １件2,000万円未満のもの 〇

３ 国の債権の管理の決議 〇

４ 通達、申請、進達、副申、通知、照会、回

答、報告、依頼、送付又は督促

(一) 会計管理者の名において処理することが

適当であるもの

(１) 特に重要なもの 〇

(２) 重要なもの 〇

(３) 軽易なもの 〇

(二) (一)以外のもの



(１) 重要なもの 〇

(２) 軽易なもの 〇

５ １から４までに掲げるもののほか

(一) 特に重要なもの 〇

(二) 重要なもの 〇

(三) 軽易なもの 〇

審 一 法に基づ １ 法第170条第２項第１号に掲げる現金の出納 〇

査 く会計管理 及び保管（会計指導課の所掌事務に属するもの

出 者の権限に を除く。）

納 属する事務 ２ 法第170条第２項第２号に掲げる小切手の振 〇

課 出し

３ 法第170条第２項第３号に掲げる有価証券 〇

（公有財産又は基金に属するものを除く。）の

出納及び保管

４ 法第232条の４第２項の規定による支出負担

行為に関する確認

(一) 建設工事に係る工事請負費（以下「建設

工事請負費」という。）の支出

(１) １件１億円以上のもの 〇

(２) １件5,000万円以上１億円未満のもの 〇

(３) １件5,000万円未満のもの 〇

(二) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給 〇

・退職年金（以下「義務経費」という。）の

支出

(三) その他の支出（建設工事請負費及び義務

経費の支出並びに同一会計内の振替、他の会

計への繰入れ又は歳入歳出外現金への繰入れ

のための支出を除く。）

(１) １件5,000万円以上のもの 〇

(２) １件2,000万円以上5,000万円未満のも 〇

の

(３) １件2,000万円未満のもの 〇

二 鳥取県会 １ 返納金の戻入 〇

計規則に基 ２ 過誤納金の還付 〇

づく会計管 ３ 同一会計内の振替、他の会計への繰入れ又は 〇

理者の権限 歳入歳出外現金への繰入れのための支出

に属する事 ４ 返納を伴わない資金前渡精算書の確認 〇

務 ５ 前各号に掲げるもののほか特に軽易なもの 〇

三 その他の １ 一及び二に掲げるもののほか

会計管理者 (一) 特に重要なもの 〇

の権限に属 (二) 重要なもの 〇

する事務 (三) 軽易なもの 〇

集 一 法に基づ １ 法第170条第２項第４号に掲げる物品（基金

中 く会計管理 に属する動産を含み、占有動産及び収入証紙を

業 者の権限に 除く。）の出納及び保管（使用中の物品に係る



務 属する事務 保管を除く。）

課 (一) 請負により製造された物品

(１) １件の見積価格2,000万円以上のもの ○

(２) １件の見積価格が250万円以上2,000万 ○

円未満のもの

(３) １件の見積価格が250万円未満のもの ○

(二) (一)以外の物品

(１) １件の見積価格2,000万円以上のもの ○

(２) １件の見積価格が160万円以上2,000万 ○

円未満のもの

(３) １件の見積価格が160万円未満のもの ○

２ 占有動産の出納 ○

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。


